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   輪組の阿弥陀仏 

 輪組の阿弥陀様は、開墾のた 

め移住してきた人たちが次々と 

分家するなか、一族の結束を固 

めるため一族で同じ仏様を信仰 

する同族信仰の対象として、重 

要な役割を担ってきたと思われ、吉野氏の一族が大切に祀っ

てきました。 

 お堂のなかにある阿弥陀様（ご本尊様）は、一尺五寸（約

４５㌢）くらいの高さで、石でつくられたものですが、いつ

頃つくられたかは不明ですが、古い時代につくられたものだ

といわれています。 

 この阿弥陀様に紅や白粉を塗り、お化粧をしてあげるとそ

の人の顔が美しくなると伝えられています。 

        高戸谷の天狗山 

 高戸谷の天狗山は、吹割渓谷の屏風岩の北西にそびえる山

で、地図に名前は記されていませんが、高戸谷の集落を車で            

林道をすすみ、案内看板から登

山道を登ればすぐ頂上に着くこ

とができます。 

 頂上には、天狗様を祀った石

宮と「１０００メートル」と書

かれた標柱があります。 
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 沼田民主商工会から提出されていた「国に対し消費税増税中止を求める

意見書」提出を求める請願が、２月２１日の議会運営委員会で審議され、       

大東議員と高柳議員が請願に賛成しましたが、保守系議員と公明党議員が

「国のやることだから仕方ない」といったような理由から請願に反対し、     

請願は賛成少数で不採択となりました。 

消費税１０％への増税に対し、多くの市民は不安を

感じ、増税中止を願っています。 

  国のやることに黙って従い、市民の願いに背をむけ

る議会に市民の願いを託せるのでしょうか。 

 白岩町の老人福祉センター隣にある勤労青少年ホーム

が建設から４３年経過し、耐震の問題もあることから３

月末で廃止されることになりました。 

 勤労青少年ホームの登録者は３１７人で、３５歳まで

の人を対象とした講座は、テラス沼田でひきつづき実施

されますが、市ではそれ以外の利用者（特別利用）は、

中央公民館などを利用しても 

らうことになるとしています 

が、今後は使用料がかかる場 

合もあります。 

 隣接する体育館は、今まで 

と同じように利用できます。 

 議会活動の活性化、情報の提供、議員定数等を議論す

る、議会改革特別委員会が２月２６日の本会議で、１０

人の委員で設置されました。 

          ４月以降の新しい議会でも議会改

革特別委員会は継続することにな

り、議会開会中に検討項目などを協

議することになりました。 

          議会最終日には、委員長（高柳議

員）が中間報告をおこないます。 

 ３月定例市議会が２月２６日開会し、会期を３月１８日までの２１日間

と決め、市長から平成３１年度沼田市一般会計予算など新年度予算９件、

沼田市民活動拠点コミュニティーテラス条例の制定など条例制定３件、条

例の一部改正１３件、平成３０年度沼田市一般会計補正予算と特別会計補

正予算など４３件の議案が提案されました。 

 平成３１年度沼田市一般会計予算と特別会計当初予算９件、予算関連条

例など１２件が予算審査特別委員会に付託されました。 

 予算審査特別委員会は、７日（総務部）、８日（市民部、健康福祉部）、

１１日（経済部、都市建設部）、１２日（教育部、討論採決）の日程で開か

れ、傍聴することができます。（予算特別委員会は議場で開かれます） 


